
文京区（第1期：98.2%、第2期：94.8%）
 

令和４年１０月   

保護者の皆様 

 

 

 

 

来年の小学校入学前に、下記予防接種について母子健康手帳の記録等でご確認ください。 

（すでに接種済の保護者様へご案内の場合はご容赦ください。） 

 

 

小学校入学前に必ず接種しましょう！  

麻しん・風しんの予防のためには、２回の予防接種が重要です 

小学校就学前の１年間（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）は第２期 

（２回目）を定期接種として無料で接種できる期間となっています。 

上記の期間が対象（文京区民）の方には、令和４年３月下旬に予診票と指定医療機関 

一覧を個別に郵送しています。まだ受けていない方は、早めに接種しましょう。 

なお、現在、国内において風しん患者の報告が続いておりますので、引き続きご注意 

ください。 

 

 

 

 

 

※ 三種混合はジフテリア・百日せき・破傷風の混合ワクチンです。四種混合は三種混合にポリオを加えたワクチンになります。 

    ※  文京区では、任意予防接種（おたふくかぜ）の区内指定医療機関で接種したものにつき、一部費用助成を行っております。  

詳しくは、区ホームページ又は下記までお問い合わせください。 

     

ご不明な点や予診票の再発行等については、下記までお問い合わせください。  

 

（お問い合わせ先）                   

文京保健所予防対策課 

文京区春日 1-16-21 文京シビックセンター１６階 

TEL 5803-183４ FAX 5803-1294 

麻しん・風しん（ＭＲ） 予防接種  第２期  

～ 麻しん（はしか）・風しんは感染力が強い疾病です～ 

文京保健所から

の お 知 ら せ で

す！ 

その他の定期予防接種は、お済みですか？ 

ポリオ・三種混合（DPT）又は四種混合（DPT-IPV）、日本脳炎 

～７歳６か月未満まで無料で接種できます～ 

 

予防接種スケジュールを自動で作成し、接種の
前にメールでお知らせするサービスの案内
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日野市（第1期：96.6%、第2期：94.5%）

同じ内容の通知を、4月と1月（11月末時点で接種
履歴がない方あて）の2回送付しています。
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東村山市
（第1期：99.8%、第2期：94.4%）

お子さんの 

麻しん風しん予防接種（第２期）はお済みですか？ 
 
下記の期間までは、接種を無料で受けられます。 

接種を希望する場合は、お早めにお済ませください。 
 

対 象 者 
平成 28（2016）年 4 月 2 日 から 

平成 29（2017）年 4 月 1 日 までに生まれたかた 

期 間 

令和 ５（2023）年 ３ 月 ３１ 日 まで 
 

この日を過ぎてから接種を受ける場合は 

有料での接種（任意接種）となります。 
 

会 場 
東村山市指定の医療機関 
（必ず予約してから受診してください） 

持 ち 物 母子健康手帳、予診票 

 
⚫ 予診票はすでにお送りしていますが、お持ちでない 

場合はお問い合わせください。 

⚫ 前住所地などで接種済の場合は、再度接種を受ける 
必要はありません。 
 

お問い合わせ 

東村山市子ども家庭部 子ども保健・給付課 事業係 

東村山市本町１－２－３ いきいきプラザ 3階 

電話：042-393-5111（代表） 
 
東村山市のホームページでもご案内しています。 
「東村山市 子どもの予防接種」で検索してください。 

このご案内は、発送の時点で接種記録の確認ができなかったかたに 
お送りしています。行き違いの場合はご容赦ください。 

お子さんの 

麻しん風しん予防接種（第１期）はお済みですか？ 
 
下記の期間までは、接種を無料で受けられます。 

接種を希望する場合は、お早めにお済ませください。 
 

対 象 者 １歳以上２歳未満のかた  

期 間 

２歳の誕生日の前日まで  
 

この日を過ぎてから接種を受ける場合は 

有料での接種（任意接種）となります。 
 

会 場 東村山市指定の医療機関 
（必ず予約してから受診してください） 

持 ち 物 母子健康手帳、予診票 

 
⚫ 予診票はすでにお送りしていますが、お持ちでない 

場合はお問い合わせください。 

⚫ 前住所地などで接種済の場合は、再度接種を受ける 
必要はありません。 
 

お問い合わせ 

東村山市子ども家庭部 子ども保健・給付課 事業係 

東村山市本町１－２－３ いきいきプラザ 3階 

電話：042-393-5111（代表） 
 
東村山市のホームページでもご案内しています。 
「東村山市 子どもの予防接種」で検索してください。 

このご案内は、発送の時点で接種記録の確認ができなかったかたに 
お送りしています。行き違いの場合はご容赦ください。 

1.6 健 2022.12  

 

麻しん・風しんの予防接種をお忘れなく 
 

 

    麻しん・風しん第 1期の予防接種は 2 歳の誕生日前日までが定期接種の期間です。 

    お済みでない場合は、期間内に接種できるようご予定ください。 

 

               予診票が見当たらない・その他お問い合わせは… 

東村山市役所 子ども保健・給付課 事業係 

（いきいきプラザ 3 階  ℡(代)042-393-5111 内線 3603） 

麻しん風しん混合予防接種（第１期）のお知らせ 
(対象者：生後 12 か月～生後 24 か月に至るまでのかた) 

定期の予防接種は、伝染のおそれがある疾病や、かかった場合の病状の程度が重篤になるおそれがある疾病

の発生及びまん延を予防することを目的として行うもので、予防接種法において市町村長は接種を受けること

を勧奨し、保護者は対象となるお子さんに接種を受けさせるよう努めることとされています（接種を強制され

るものではありません。）。 

このご案内と別紙「予防接種を受けるに当たっての注意事項」は、接種を受ける前に必ずお読みください。 

 

対象者 生後 12 か月から生後 24 か月に至るまで（２歳の誕生日の前日まで）のかた 

接種方法 １回接種 

実施する場所 東村山市が指定する医療機関 

※ 事前に予約をしてから受診してください。 

※ 多摩地区 11市の協定医療機関でも受けることができます。 

※ 里帰り先などで接種を受ける場合は、市に事前にお問い合わせください。 

持参するもの ① 母子健康手帳（接種の記録を記載しますので、必ず持参してください。） 

② 麻しん風しん混合予防接種予診票 

※ 接種の当日に東村山市に居住していない方は使用できません。 

※ 接種を受けるにあたっては、保護者が同伴してください。やむを得ない事情で保護者が同伴

できない場合は、お子さんの健康状態を普段からよく知っている方が同伴してください。 

※ ただし、同伴者の同意をもって保護者の同意とする旨の委任状が必要です（委任状は、市の

ホームページからダウンロードできます）。 

接種費用 無料（公費負担） 

※ 定期接種の期間を過ぎてから接種を受ける場合の接種費用は全額個人負担となります。 

なお、長期にわたり療養を必要とする疾病等で、対象期間内で接種が受けられない場合

は、必ず事前にお問い合わせください。 

※ 里帰り先等で接種を受け、市の接種費用の補助制度を利用した場合でも個人負担が生じる

ことがあります。 

ワクチン 乾燥弱毒生麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチン 注射生ワクチン 

※ 接種した日の翌日から数えて 27日以上の間隔をあけないと、別の種類の注射生ワクチン予防

接種は受けられません。 

※ 不活化ワクチン予防接種、経口生ワクチン予防接種との接種間隔の制限はありません。ただ

し、新型コロナウイルスワクチンを接種する前後は 13日以上の間隔をおく必要があります。 

  

麻しん風しん混合予防接種（第２期）のお知らせ 

 

定期の予防接種は、伝染のおそれがある疾病や、かかった場合の病状の程度が重篤になるおそれがある疾病

の発生及びまん延を予防することを目的として行うもので、予防接種法において市町村長は接種を受けること

を勧奨し、保護者は対象となるお子さんに接種を受けさせるよう努めることとされています（接種を強制され

るものではありません。）。 

このご案内と別紙「予防接種を受けるに当たっての注意事項」は、接種を受ける前に必ずお読みください。 

 

対象者 平成２９(2017)年４月２日から平成３０(2018)年４月１日までに生まれたかた 

期間 
令和５（2023）年４月１日 ～ 令和６（2024）年３月３１日 

この期間以外の時期に接種する場合の費用は、全額個人負担となります。 

実施する場所 東村山市が指定する医療機関 

※ 事前に予約をしてから受診してください。 

※ 多摩地区 11市の協定医療機関でも受けることができます。 

※ 里帰り先などで接種を受ける場合は、市に事前にお問い合わせください。 

持参するもの ① 母子健康手帳（接種の記録を記載しますので、必ず持参してください。） 

② 麻しん風しん混合予防接種予診票 

※ 接種の当日に東村山市に居住していない方は使用できません。 

※ 接種を受けるにあたっては、保護者が同伴してください。やむを得ない事情で保護者が同伴

できない場合は、お子さんの健康状態を普段からよく知っている方が同伴してください。 

※ ただし、同伴者の同意をもって保護者の同意とする旨の委任状が必要です（委任状は、市の

ホームページからダウンロードできます）。 

接種費用 無料（公費負担） 

※ 定期接種の期間を過ぎてから接種を受ける場合の接種費用は全額個人負担となります。 

なお、長期にわたり療養を必要とする疾病等で、対象期間内で接種が受けられない場合

は、必ず事前にお問い合わせください。 

※ 里帰り先等で接種を受け、市の接種費用の補助制度を利用した場合でも個人負担が生じる

ことがあります。 

ワクチン 乾燥弱毒生麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチン 注射生ワクチン 

※ 接種した日の翌日から数えて 27日以上の間隔をあけないと、別の種類の注射生ワクチン予防

接種は受けられません。 

※ 不活化ワクチン予防接種、経口生ワクチン予防接種との接種間隔の制限はありません。ただ

し、新型コロナウイルスワクチンを接種する前後は 13日以上の間隔をおく必要があります。 
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